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豊橋信用金庫 

豊橋信用金庫では、サイバーセキュリティリスクへの対応を経営上の重要課

題の一つとして捉え、適切な安全管理を実現するため、サイバーセキュリティ

基本法、サイバーセキュリティ経営ガイドライン、その他サイバーセキュリテ

ィに関する関係諸法令を遵守し、その継続的な態勢整備に努めます。 

１．経営陣は、サイバーセキュリティリスクを認識のうえ、自らリーダーシッ

プを発揮しサイバーセキュリティ対策を推進します。 

２．金庫内の組織態勢を整え、人的・技術的・物理的等の必要なサイバーセキ

ュリティ対策を講じます。 

３．当金庫内のサイバーセキュリティ対策にとどまらず、業務委託先・関係団

体等と連携しながら総合的なサイバーセキュリティ対策・対応能力の向上

に努めます。 

４．職員のサイバーセキュリティに対する啓発・教育を実施し、サイバーセキ

ュリティについての意識向上と人材の育成に取り組みます。 

５．平時及び緊急時のいずれにおいても、関係官庁・関係団体等と、サイバー

セキュリティリスクや対策・対応について情報共有に努めます。 


